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避難行動要支援者避難支援計画の修正箇所について （資料 1-3） 

 

質疑等 1；表紙：避難行動要支援者の分かりやすい説明 

○避難行動要支援者の定義が難解のため、手に取ってもらう工夫として、表紙に説明を追加します。 

※（高齢者・障害のある人・要介護認定を持つ人など）の説明を追加 
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質疑等 3；3頁：自治会との協定締結・名簿提供数 

○統計資料に、自治会等との協定締結に関する表を追加します。 
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質疑等 5；10頁：地域ぐるみの連携／社会福祉協議会の役割 

○P10の本文に下線の文書を追加します。 

 

日々の生活や業務の中での何気ない見守り（緩やかな見守り）、避難訓練や日常的な声かけ活動（地

域による見守り）により、地域ぐるみの支え合い活動を進めています。また、具体的な福祉ニーズを

抱える方には、関係機関を中心にサポート（専門的な見守り）します。 

災害時においても、地域による避難支援・安否確認、市・警察・消防による応急対応・適切な支援

を図ります。 

 

○体系図に、以下の記載を追加して変更します。 

地域による見守り → ■災害時の避難支援・安否確認 

専門的な見守り  → ■災害時の応急対応・適切な支援 

○体系図の社会福祉協議会の役割を変更します。 

地域による見守り、だけでなく、専門的な見守り、まで担うこと 
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質疑等 8；11頁：災害対策基本法と地域支え合い活動における用語の相違点 

○P11の記載を下記に改めます。 

災害対策基本法や流山市地域防災計画における定義を優先に記載し、地域支え合い活動推進条例

の定義や地域支え合い活動での呼称は、≪●●●≫と記載します。 

 

↓ 

 

災害対策基本法や流山市地域防災計画における用語と、地域支え合い活動推進条例の用語では、

目的・機能は同じですが、異なる名称があります。本計画では、国の定義を優先して記載します。       

例１ 避難行動要支援者名簿       → 支え合い活動対象者名簿 

例２ 避難行動要支援者（要配慮者含む） → 支え合い活動の対象者・支援を必要とする人 
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質疑等 9；13頁/32頁：外国人へのサポート、国際交流協会と連携 

○統計資料に下記の表を追加します。関連事項として妊産婦の表も追加します。 

 

外国人：国籍別（各年度末現在） 

国籍別の内訳 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

中国 ５９６ ７１８ ８９５ 

韓国 ２９４ ３０６ ３４３ 

フィリピン ３２１ ３３２ ３３１ 

ベトナム １０６ １４９ １９２ 

アメリカ ６２ ６５ ６６ 

その他 ５２７ ５６８ ６４８ 

合計 １，９０６ ２，１３８ ２，４７５ 

 

妊産婦に関連するデータ（各年度末現在） 

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

出生数（人口動態統計） １，７８３ １，８６４ ９月上旬に公表予定 

出生率（人口千対･出生数/登録人口） １０．３‰ １０．４‰ ９月上旬に公表予定 

合計特殊出生率（人口動態統計） １．５３％ １．５７％ ９月上旬に公表予定 

 

 

○P32災害時に備えた活動において、以下の国際交流協会の取組みを記載します。 

国際交流協会 

流山市に住む外国人の生活をサポートしている国際交流協

会の取組みとして、市HP及び協会HPにおいて、緊急時・

災害時の取組みについて多言語対応の文書を公開しています

。また、国際交流協会では、相談実施時やイベント開催時に

おいて、防災に関する普及啓発の機会を積極的に設けていま

す。 
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質疑等 10；13頁：指定難病患者・小児慢性特定疾病の取扱いについて 

○災害対策基本法等の規定等を踏まえ、下記の記載を追加します。（１頁増加します。） 

 

難病患者の個人情報の取り扱い 

生命維持に必要な薬剤や人工呼吸器等の医療機器を必要とするなど、医療支援や介護支援を必要と

する場合が多い在宅の重症難病患者についても、避難行動要支援者名簿の対象となります。 

難病患者に関する情報は流山市では把握しておらず、千葉県により登録・管理されています。災害対

策基本法の改正により、名簿を作成するにあたり、市長は必要な難病患者の個人情報を本人の同意な

しで千葉県に求めることができるようになりました。（災害対策基本法第49条の10による） 

 市では、千葉県への情報提供の依頼を通じて、以下の方への同意確認を進め、同意を得られた方につ

いては要件②（一定以上の障害・介護認定をお持ちの方）として登録していきます。 

 指定難病医療費助成制度の受給者のうち重症患者認定者（人工呼吸器利用者含む） 

 小児慢性特定疾病医療費の受給者のうち重症認定者 

 

 

質疑等 11；13頁： GIS（地理情報システム）の活用状況 

○市では自治会や民生委員・児童委員の担当区域のデータを、GIS・電子地図上で効率的に管理してい

ます。GISを活用して電子地図上で判別することで、大幅な作業時間の短縮につながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 GIS（地理情報システム）で管理している自治会区域、民生委員・児童委員区域のデータ 

〈点線：自治会区域・実線：民生委員・児童委員区域〉 
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１４頁の追加 ※本頁以降は頁数一つ先送り 
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質疑等 16；26頁：災害発生時の市の組織について 
○市の災害対策本部は、トップとなる本部長を市長が務め、その指揮下において機能・職務ごとに、本

部事務局及び６つの部（総務・救援・建設・教育・水道・消防）の体制で構成されています。 

 

※組織の概要図は下記のとおりです。本文中への追加については、今後検討します。 

 

災害対策本部の役割 

役割分担 機能・権限 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

本部事務局（指揮監） 災害情報の一元管理及び共有、避難勧告等の伝達、外部への応援要請など 

総務部 災害時の記録・広報活動、災害情報の収集、応急財政措置など 

救援部 
避難所・福祉避難所の開設、被災者の医療及び助産、生活必需品の確保、

災害時の防疫及び消毒、災害廃棄物の保管及び処理など 

建設部 道路・橋梁などの応急修理及び復旧、交通規制、交通安全対策など 

教育部 災害時の応急教育、園児・児童及び生徒の心のケアなど 

水道部 水道施設の応急工事、飲料水の確保及び給水など 

消防部 消防災害の情報収集及び伝達、広域応援体制、消防災害の防御活動など 
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質疑等 18；30頁：社会福祉協議会の役割について 

○社会福祉協議会は、平常時からの名簿提供先の一つであり、具体的なニーズを有する方には、生活困

窮者、心配事相談、成年後見制度の相談などの支援を行っています。 

 

○本文中の記載を、活動内容を踏まえて上記のとおり修正します。 

○「見出し・流山市社会福祉協議会・災害ボランティアセンター」は、災害ボランティアセンターが社

会福祉協議会によって設置されることから、並列ではなく、括弧書きでの表記に修正します。 

○「機関の体制強化を図るとともに」は、「災害時に備え」という具体的な記載に改めます。 

 

流山市社会福祉協議会（災害ボランティアセンター） 

流山市社会福祉協議会は地域福祉の推進役として、自治会、民生委員・児童委員と連携して、地域の

福祉活動を進めています。社会福祉協議会は、平常時からの名簿提供先の一つであり、具体的なニーズ

を有する方には、生活困窮者、心配事相談、成年後見制度の相談などの支援を行っていることから、今

後も、市は連携して支え合い活動を進めていきます。 

また、災害発生時には、流山市社会福祉協議会が主体となり、災害ボランティアセンターを開設しま

す。災害発生時には、全国から多くのボランティアが支援に駆けつけることが予想されるため、ボラン

ティア活動が円滑に行われるようにコーディネート（適正な配置）をする機関として、効率的に機能で

きるよう普段からの訓練やボランティアの養成講座を実施しています。災害時に備え、市、社会福祉協

議会が互いに連携し、避難行動要支援者に対して円滑なボランティア活動が行われるよう取組みます。 
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質疑等 19；31頁：障害福祉サービスに関わる相談支援専門員との連携 

○相談支援専門員は、介護保険制度のケアマネジャーと同様に、障害福祉サービスを利用する方の生

活支援に重要な役割を担っているため、下記の記載を追加します。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー）・相談支援専門員 

介護支援専門員（ケアマネジャ―） 

要支援・要介護認定者などに対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、介護全般に関す

る相談援助、関係機関との連絡調整を行っています。通所サービスを利用したり、在宅で医療・看護・

介護サービスを受けながら生活する要配慮者にとって大きな役割を担っています。 

相談支援専門員 

障害のある人が障害福祉サービス等を利用するにあたり、サービス等利用計画についての相談及び

作成などの支援を行います。障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービスに向けて、ケアマネジ

メントによりきめ細かく支援しています。 

平常時においても医療や福祉ニーズが高い要配慮者、要支援者においては、災害時の停電や在宅で

の生活が困難な状況に陥った場合に、より迅速かつ的確な支援が必要です。また、緊急時の対応につい

て、事前に把握しておくことが重要です。そのため平常時から、介護支援専門員（ケアマネジャー）・

相談支援専門員は地域の防災情報、避難所生活での配慮事項、電源を必要する利用者の停電時の対応

等について検討を行い、市は高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）とともに必要な範囲で地

域支え合い活動と連携させていきます。 

避難施設での避難生活においても、特に配慮を必要とする方や状態が悪化した方について、担当す

る介護支援専門員（ケアマネジャー）・相談支援専門員からの要請・相談を受け、福祉避難所への誘導

や緊急入所につなげることが考えられます。そのため、市は普段のケアプラン・サービス利用計画の作

成時から災害時の支援方法（①避難場所・②地域の支援者・③緊急時の連絡先など）についても作成す

るよう働きかけていきます。 

また、サービスを利用することで、地域の関係者（自治会長や民生委員・児童委員）との関係性が途

切れてしまうこともあるため、地域との連携・情報共有を促していきます。 
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○地域包括ケアシステムについても、災害時にも機能するよう記載を追加します。 

 

災害時にも機能する地域包括ケアシステムを ～災害に強い地域のチカラ～  

地域のチカラ（ソーシャルキャピタル）は、直接的に自らSOSを発信できない人を発見したり、必要な

情報を伝達したりする手段として期待できるだけでなく、地域ぐるみの防災や迅速な避難の普及や意識の

醸成を図るなど、災害時の自助・共助を進めるために必要不可欠です。 

災害に強い地域のチカラを高めるには、普段から要配慮者・避難行

動要支援者と接する機会を持つ地域の福祉関係者、NPO、ボランティ

アとの連携・協働が重要です。 

高齢化が進展し続ける現在、介護保険制度を中心に、地域包括ケア

システムの着実な構築が求められています。地域包括ケアシステムの

構築においても、可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、市民

･自治会･事業者･関係機関･行政等の連携・協働による地域ぐるみでの

支え合い体制づくりが重要とされています。 

災害に備えた地域のチカラは、地域包括ケアシステムが目指す地域

の担い手の連携・協働の延長線上にあります。そのため、地域包括ケア

システムを平常時の取組みだけでなく、災害時までを見据えたシステ

ムとしていくことが求められています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平常時にできないことは 

災害時もできない！ 
 

地域や隣近所の関係性が無いと、

災害時の支え合いは機能しません 

地域包括ケアシステムの構築は、 

災害時の支え合いにつながります 
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質疑等 20；32頁：連携している民間企業等について 

○見守りネットワークおよび SOSネットワークの機能を記載し、構成する民間企業等を掲載します。 

 

地域支え合い活動の実施にあたり、地域で活動する民間企業等との連携が重要になっています。流

山市では、見守りネットワークやSOSネットワークとして、在宅時の急病・ケガの早期発見に関する

異変発見や認知症による徘徊高齢者の捜索協力など、日頃から連携を深めています。 

災害発生時における民間企業等との連携については、ネットワーク機能だけでなく、情報収集や被

災者等の搬送に関して、運送会社やタクシー協会等の民間企業とも協定を締結していきます。 

流山市地域見守りネットワーク 

地域で生活する高齢者等が孤立することを防止し、安心して生活できる環境を維持することを目的とし

ています。地域で活動する民間企業等の協力により、さりげない見守り・異変の報告など、支え合いの関係

を築いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流山市 SOSネットワーク 

認知症等による徘徊での事故を防ぐために、地域で活動する団体・民間企業等と協力・連携して、徘徊高

齢者の早期発見と保護に努めています。（※ 家族等が警察への捜索願を提出することで、連絡網を活用し

て本人等の情報を発信します。） 

 

 

 

 

流山市水道局（経営業務課） 江戸川清掃（株） 介護老人保健施設　ハートケア流山

郵便事業（株）流山支店 ニチイケアセンター流山北

東京電力（株）東葛支社 あけぼの介護センター流山

京和ガス（株） 指定居宅介護支援事業所　あざみ苑 特定非営利活動法人Ｃ＆Ｃクラブ

生活協同組合コープみらい ヘルパーステーションきずな

（株）セブン－イレブン・ジャパン （有）太陽　グループホームおひさま流山

（有）田村商店 流山地域福祉事業所　梅の木

（株）山崎産業 デイサービスののした
（有）百合屋プロパン 流山中央病院居宅介護支援事業所

（有）流山LPGユニオン マザアス南柏居宅介護支援事業所

（有）青木新聞店 居宅介護支援事業所初石のおうち （株）山内（南流山デイサービス）
（有）森新聞店 有限会社エール

（有）新真堂新聞舗 指定居宅介護支援事業所　はまなす苑

ASA流山おおたかの森 （株）レオパレス　あずみ苑駒木台 北部地域包括支援センター

毎日新聞　江戸川台販売所 アミカの郷流山 中部地域包括支援センター

（有）佐藤新聞店 （株）さち介護　ケアプラン幸 南部地域包括支援センター
（有）シンサコニュースサービス 東部地域包括支援センター

（株）アーツASA江戸川台 流山警察署

明治おいしい牛乳センター流山 流山市医師会

明治牛乳　松縄牛乳店 流山市歯科医師会

（有）三徳牛乳店 流山市薬剤師会

流山市消防本部

流山市社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所
ナーシングプラザ流山

特定非営利活動法人　まごころネッ

トワーク

（株）ケアアクシス
みのりの里デイサービス

指定居宅介護支援事業所
こまぎ安心館

デイサービスセンター
悠遊らいふ流山

流山市地域見守りネットワーク協力事業者

協力団体 連絡網の活用
各団体の活動において、認知症による徘徊高齢者
の通報及び早期発見に協力してもらう事業者

認知症による徘徊高齢者の家族等からの依頼を受
けて、対象者の個人情報を通知する事業者

消防本部・保健所・防犯協会 流山市消防本部（各消防署）、市出張所

ケアセンター・保健センター 老人福祉センター、福祉会館

小中学校、高校、養護学校 身障センター

病院、老人ホーム、老人クラブ 保育所・学童保育所

郵便局、銀行、農協、信用金庫 児童センター

スーパー、コンビニ 地域包括支援センターなど

タクシー、給油所、工場など
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変更前の31頁 → 変更後32頁 ※質疑等10により頁数一つ先送りしています。 
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変更前の3２頁前半 → 変更後3３頁 
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変更前の3２頁後半 → 変更後3４頁 
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変更前の3２頁後半 → 変更後3５頁 

 


